
草津市監査委員告示第２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査結

果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により、その内容を次の

とおり公表する。 

令和３年３月３０日 

 

草津市監査委員 岡 野 則 男 

草津市監査委員 横 江 政 則 

 

〔定期監査〕 

令和２年６月４日告示分および令和２年９月３０日告示分 

 

監査対象：第四保育所  

意見・指摘事項 措置状況等 

① 保育施設徴収金等の取扱いについて 

ア．収入・支出伝票、金銭出納簿の作成方

法を改善されたい。 

 

イ．各会計の金銭出納簿と通帳の残高確認

が毎月実施されておらず、会計決算書の作

成と監査、保護者への報告ならびに責任者

（所長）による職員研修が実施されていな

かったので、保育施設徴収金等に関する取

扱ハンドブックならびに草津市準公金取

扱要領に則り、適正な事務処理をするよう

改善されたい。 

① 保育施設徴収金等の取扱いについて 

ア．収入・支出ごとに収支伝票を作成の上、

金銭出納簿に金額等の必要事項を記入す

るよう改善しました。 

イ．毎月、出納簿と通帳の残額確認を行い

上司に報告し、会計終了後は会計決算書の

作成を行い、保護者からの徴収分について

は精算し経費の会計報告を行いました。ま

た、所長が職員会議にて研修を実施しまし

た。 

 

監査対象：笠縫幼稚園 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 保育施設徴収金等の取扱いについて、

金銭出納簿の未作成の会計が１会計あり、

他の会計では金銭出納簿と通帳の残高確

認が毎月実施されず、会計監査がされてい

なかったので、保育施設徴収金等に関する

取扱ハンドブックならびに草津市準公金

取扱要領に則り、適正な事務処理をするよ

① スポーツ振興センターの金銭出納簿を

作成していなかったため、早急に作成しま

した。また、金銭出納簿と通帳の残高確認

を毎月実施するよう改善しました。 



う改善されたい。 

 

監査対象：山田こども園 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 保育施設徴収金等の取扱いについて、

各会計の金銭出納簿と通帳の残高確認が

毎月実施されておらず、会計決算書の作成

と監査、保護者への報告ならびに責任者

（園長）による職員研修が実施されていな

かったので、保育施設徴収金等に関する取

扱ハンドブックならびに草津市準公金取

扱要領に則り、適正な事務処理をするよう

改善されたい。 

① 毎月、各会計の金銭出納簿と通帳の残

高確認後、上司に報告するようにしまし

た。また、職員一人ひとりが保育施設徴収

金の会計処理の重要性を認識できるよう

に責任者（園長）が職員研修を実施しまし

た。 

 

監査対象：志津こども園 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 保育施設徴収金等の取扱いについて、

通帳と印鑑が別の場所に保管されておら

ず、会計決算書の監査ならびに保護者への

報告（一部の会計）が実施されていなかっ

たので、保育施設徴収金等に関する取扱ハ

ンドブックならびに草津市準公金取扱要

領に則り、適正な事務処理をするよう改善

されたい。 

① 草津市立保育施設徴収金等に関する取

扱いハンドブックに基づき、通帳と印鑑は

それぞれ鍵のかかる別の場所へ保管する

改善しました。 

 

監査対象：笠縫東小学校 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 学校徴収金等の取扱いについて 

ア．同窓会の会計は、学校徴収金等に関す

る取扱いハンドブック（平成 31 年 1 月改

訂版草津市教育委員会）に則り、適正な事

務処理をするよう改善されたい。 

イ．卒業積立金会計で購入された寄附物品

が備品登録されていなかったので、早急に

備品登録事務をされたい。 

② その他 

① 学校徴収金等の取扱いについて 

ア．同窓会の会計について、金銭出納簿を

作成・記入し、通帳と照合し、適正な事務

処理を行いました。 

 

イ．卒業積立会計で購入した寄付備品につ

いて、備品登録を行いました。 

 

② その他 



警察への緊急通報装置は、動作確認とあわ

せ年 1回通報訓練を実施されたい。 

令和３年２月２日（火）に実施した不審者

侵入を想定した避難訓練において、緊急通

報装置の動作確認を含めた通報訓練を実

施しました。 

 

監査対象：草津中学校 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 教育財産(学校施設や設備等)の維持管

理について 

ア．理科準備室において、不要薬品は早急

に整理し適切に処理され、薬品管理台帳に

よる出納記録と校長等の定期的な確認を

実施されたい。 

イ．サッカーゴールを使用する時は、ゴー

ルウエイト（土のう袋等で対応可）で転倒

防止策を講じられたい。 

 

① 教育財産(学校施設や設備等)の維持管

理について 

ア．薬品管理台帳による出納記録、校長・

教頭の定期的な確認を実施するようにし

ました。 

 

イ．サッカーゴールの使用時は土嚢袋で転

倒防止対策を講じ、使用していない時も、

ゴール自体を倒し土嚢袋を置いて対策す

るようにしました。 

 

監査対象：新堂中学校 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 学校徴収金等の取扱いについて 

各会計の監査ならびに支出調書の事務手

続きは、学校徴収金等に関する取扱いハン

ドブック（平成 31 年 1 月改訂版草津市教

育委員会）に基づき適正に実施されたい。 

 

 

 

② その他 

ア．警察への緊急通報装置は、動作確認の

ため年 1回通報訓練を実施されたい。 

 

 

 

イ．ホームページは、最新の情報を掲載さ

れたい。 

① 学校徴収金等の取扱いについて 

監査については、総括責任者（校長）およ

び出納責任者（教頭）以外の２名の会計担

当者を明確にしました。また、支出調書の

事務手続きについては、会計担当者が支出

伝票により教務、教頭等に回議し、校長の

決裁を必ず得るよう研修を通じて徹底を

図りました。 

② その他 

ア．県警ホットラインによる通報訓練につ

いて、昨年度実施できていなかったため令

和２年４月２２日に行うとともに、今年度

実施分として、令和２年８月１８日に行い

ました。 

イ．ホームページに掲載していた昨年度の

情報を最新のものに更新しました。 

 



監査対象：職員課 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 超過勤務時間の上限の運用にあたって

は、草津市職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則第９条の２の２の規定を遵守し、適

正に他律的業務または特例業務の指定が

されるよう各所属を指導、徹底されるよう

指摘する。 

 

 

 

 

② 平成３１年４月から超過勤務時間の上

限が制限されたものの、結果として令和元

年度の時間外勤務の状況は、年間３６０時

間超は２２２人（35.4％）、７２０時間超

では５９人（9.4％）となっており、さら

に１，０００時間を超える職員が１６人と

職員の健康管理、引いては公務能率の維

持・増進に大変憂慮すべき事態である。草

津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

第９条の２の２第３項の規定のとおり、早

急に要因の整理、分析および検証を行い、

適切に対応されるよう意見する。また、実

際に時間外勤務命令を発する所属長をは

じめ管理職員が実態を理解し、適正な運用

ができる仕組みづくりを検討されたい。 

① 働き方改革の推進および管理職を含め

た職員の適正な労務管理に繋げるため、令

和２年８月から時間外勤務月次管理表を

導入し、所属内の時間外勤務状況の共有と

業務の平準化を図りました。また、時間外

勤務の上限超過が見込まれる場合、所管副

部長が確認を行い、当該管理表の写しを職

員課に提出することとし、これまでの事前

協議をより効率的・効果的な運用となるよ

う見直しを行いました。 

②令和元年度に特例業務により上限を超

えて時間外勤務が発生した所属につきま

しては、令和２年８月に「上限超過要因の

整理分析シート」により時間外勤務の発生

要因の整理、分析、検証を実施いただき、

職員課において、整理した上で、各部の部

長・副部長にフィードバックするととも

に、次年度の人員体制の整備等に活用し、

時間外勤務削減に繋げるよう取り組んで

います。また、８月から時間外勤務月次管

理表を導入し、所属内の時間外勤務状況を

共有し、時間外勤務の実態把握と要因の見

える化、業務の平準化を図る仕組みを整備

しており、今後はこれらにより時間外勤務

の削減に繋がるよう適正な運用を図りま

す。 

 

 

 

 

  



〔財政援助団体等監査〕 

令和２年９月３０日告示分 

 

・公の施設の指定管理者 

監査対象： 人権政策課（「特定非営利活動法人 心輪」分） 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 指定管理業務の執行状況について、指

定管理者と連携を密にするとともに、毎月

の業務報告などを精査、活用して、適時適

切な指導により、指定管理業務の適正な執

行に努められたい。また、指定管理者から

計画の変更につき協議があるときも適切

に対応されたい。 

 

 

 

 

 

② 指定管理業務の会計処理に関して、執

行状況の確認や履行後の承認などを円滑、

適正に行うために、会計処理の基本事項の

指導はもちろん、関係規程の整備の指導や

支援、また、必要になる書面については例

示するなどの標準化や記載方法の説明な

ど一連の事務の適正化に努められたい。ま

た、提出された報告書等を確実に確認する

ため、チェックリストで具体的に「どの項

目」で、「何」を「どのように」「どの程度」、

仕様書の要求水準を満たしているかを確

認できるよう改善されたい。あわせて、食

糧費、旅費の執行に関しては、あらかじめ

支出のルールを取り決めて双方が確認し、

適正な執行が図られるよう指導、助言され

たい。 

③ 修繕料の執行については、指定管理者

と十分連携し、優先度を勘案しながら、適

切な施設の保全と利用者の安全に配慮し

① 指定管理者との連携については、月次

の業務報告を元にした指導はもちろんの

こと、施設の修繕や備品管理、会計処理等

日々の相談を通してコミュニケーション

を密に図っていますが、より適時適切な指

導に心掛け、適正な執行に努めていきま

す。 

指定管理者から計画変更の申し出があっ

た場合は、変更理由や必要性について聞き

取りを行っていますが、隣保館の設置目的

や業務仕様書等に照らしたうえで慎重な

判断を行い、適切に対応します。 

② 指定管理業務における会計処理につい

ては、月次業務報告や日々の相談の中で適

宜助言や指導を行っていますが、更なる事

務の適正化に向け、昨年１２月に一連の会

計処理について説明会を開催し、参考とな

る関係規程や調書の雛形様式を提示する

等、事務の標準化に向けた指導を行いまし

た。 

報告書を確認、精査するためのチェックリ

ストについては、より具体的に内容の確認

ができるよう見直しを図りました。 

食糧費、旅費の執行に関しては、支出のル

ールや市との協議事項等をマニュアルに

記載し、説明会を通して提示、共有を図り、

必要な指導助言を行いました。 

 

③ 指定管理料として措置している修繕料

については、直営時の経常修繕料を参考に

積算し、指定管理者の裁量の範疇において



ながら適正に執行されたい。なお、見込ま

れていた修繕料は実際と乖離していると

思われるので、次期指定管理に向けて、こ

れまでの修繕実績を勘案した指定管理料

の積算となるよう見直しを検討されたい。 

執行できるものとしていましたが、経年に

よる修繕の増加により、当初予算の範囲内

で収まらないことが危惧されることから、

今後修繕料については、市と指定管理者が

協議を行い、優先順位等を十分考慮した上

での執行とするよう運用を改めました。 

 

監査対象： 人権政策課（「特定非営利活動法人熱と光」分） 

意見・指摘事項 措置状況等 

① 指定管理者の会計と実績報告書の整合

がとれていないもの、特に提案事業につい

て、執行した経費を再審査し、指定管理者

を適切に指導のうえ、適正に事務処理され

たい。 

 

 

 

 

② 指定管理者の経理規程や日当を含めた

旅費の規程の整備にあたり、適切に指導、

助言を行うとともに、その規程に基づいて

旅費等の支給をはじめ会計事務が適正に

行われるよう改善されたい。なお、リスク

管理の観点から小口現金は使途を限定し、

金額を必要最低限とするなどの管理ルー

ルを作成するよう指導、助言されたい。あ

らかじめ支出のルールを取り決めて双方

が確認し、適正な執行が図られるよう指

導、助言されたい。 

③ すでに適合しているものの指定管理業

務仕様書に規定する人員体制でない状態

があったことは遺憾である。執行状況を常

に把握し、適時適切な指導に努められた

い。 

 

 

 

① 提出を受けた決算関連書類について

は、再度審査のうえ、不備がないことを確

認しましたが、指定管理者が整備している

会計関連書類の整理に不十分な点が認め

られたため、これを重く受け止め、昨年１

２月に一連の会計処理にかかる説明会を

開催し、参考となる関係規程や調書の雛形

様式を提示する等、事務処理の適正化に向

けた指導を行いました。 

② 経理規程、旅費規程および小口現金の

ルールについては、具体的な雛形を指定管

理者に提示し、現行の規程等に定められて

いないものについては、整備のうえ、規程

等に基づいた適切な事務が行われるよう

指導しました。また、市において作成した

マニュアルを用いて昨年１２月に会計処

理にかかる説明会を開催し、適正な執行が

図られるよう指導、助言を行いました。 

 

 

③ 人員体制の確認は、年次事業計画書や

日常時の業務の関わりの中で行っており、

変更に際しては、指定管理者から書面で報

告を受け、仕様書に規定する人員体制であ

るかの確認を行っています。 

仕様書の基準に満たない場合は早期に人

材の確保を行うよう従来から指導してい

ますが、指定管理業務に支障が及ばぬよ



 

 

④ 指定管理業務の執行状況について、指

定管理者と連携を密にするとともに、毎月

の業務報告などを精査、活用して、適時適

切な指導により、指定管理業務の適切な執

行に努められたい。なお、指定管理者から

計画の変更につき協議があるときも適切

に対応されたい。また、食糧費、旅費の執

行に関しては、あらかじめ支出のルールを

取り決めて双方が確認し、適正な執行が図

られるよう指導、助言されたい。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 指定管理業務の会計処理に関して、執

行状況の確認や履行後の承認などを円滑、

適正に行うために、会計処理の基本事項の

指導はもちろん、関係規程の整備の指導や

支援、また、必要になる書面については例

示するなどの標準化や記載方法の説明な

ど一連の事務の適正化に努められたい。ま

た、提出された報告書等を確実に確認する

ため、チェックリストで具体的に「どの項

目」で、「何」を「どのように」「どの程度」、

仕様書の要求水準を満たしているかを確

認できるよう改善されたい。 

⑥ 修繕料の執行については、指定管理者

と十分連携し、優先度を勘案しながら、適

切な施設の保全と利用者の安全に配慮し

ながら適正に執行されたい。なお、見込ま

れていた修繕料は実際と乖離していると

思われるので、次期指定管理に向けて、こ

れまでの修繕実績を勘案した指定管理料

う、より徹底した指導を適時適切に行って

いきます。 

④ 指定管理者との連携については、月次

の業務報告を元にした指導はもちろんの

こと、施設の修繕や備品管理、会計処理等

日々の相談を通してコミュニケーション

を密に図っていますが、より適時適切な指

導を心掛け、適正な執行に努めていきま

す。 

指定管理者から計画変更の申し出があっ

た場合は、変更理由や必要性について聞き

取りを行っていますが、隣保館の設置目的

や業務仕様書等に照らしたうえで慎重な

判断を行い、適切に対応します。 

食糧費、旅費の執行に関しては、支出のル

ールや市との協議事項等をマニュアルに

記載し、説明会を通して共有を図り、必要

な指導、助言を行いました。 

⑤ 指定管理業務における会計処理につい

ては、月次業務報告や日々の相談の中で適

宜助言や指導を行っていますが、更なる事

務の適正化に向け、昨年１２月に一連の会

計処理について説明会を開催し、参考とな

る関係規程や調書の雛形様式を提示する

等、事務の標準化に向けた指導を行いまし

た。 

報告書を確認、精査するためのチェックリ

ストについては、より具体的に内容の確認

ができるよう見直しを図りました。 

 

⑥ 指定管理料として措置している修繕料

については、直営時の経常修繕料を参考に

積算し、指定管理者の裁量の範疇において

執行できるものとしていましたが、経年に

よる修繕の増加により、当初予算の範囲内

で収まらないことが危惧されることから、

今後修繕料については、市と指定管理者が



の積算となるよう見直しを検討されたい。 協議を行い、優先順位等を十分考慮した上

での執行とするよう運用を改めました。 

 


